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2007 年 4 月 23 日 

各 位 

 

会 社 名  株 式 会 社 ニ ト リ  

代 表 者 名  代表取締役社長 似鳥 昭雄 

（コード番号 9843 東証第 1 部・札証） 

問 合 せ 先  常務取締役 

社長室長 池田 匡紀 

（ＴＥＬ  ） 03-6741-1203 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

 当社は、2007 年 4 月 23 日開催の当社取締役会において、本年 5 月 17 日開催予定の第 35

期事業年度に係る当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主

の皆様のご承認を条件として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ

せることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本

プラン」といいます。）を導入することにいたしましたので、以下のとおり、お知らせいた

します。なお、本プランの具体的内容を決定した当社取締役会には、社外監査役３名を含

む当社監査役４名が出席し、その全員が本プランの導入に賛成しております。 

 

１．当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

 

(1) 当社の経営理念および事業について 

 

当社は、「日本人が本当の住まいの豊かさを心から楽しめる社会の実現」というロ

マンを掲げ、「欧米並みの豊かな住生活を提供する」ため、ホームファッションや家

具の「総合製造小売業」として、チェーンストア作りを核とした流通革命に取り組ん

でまいりました。その結果、当社は、平成 15 年 12 月に全国 100 店舗目の出店を実現

し、「100 店舗・売上高 1,000 億円」という目標を予定どおり達成し、現在では、全国

にホームファニシングストア（ホームファッションと家具の総合店舗）134 店舗、ホ

ームファッション専門店 17 店舗の 151 店舗を展開するナショナルチェーンに発展す

るとともに、20 年連続して増収増益を果たし、日本初の「住生活提案企業」と認めて

いただけるようになりました。 



 

 2 

当社は、常に消費者にとって「快適な暮らし」とは何かをテーマに商品の開発・製

造等を行っており、現在は、「2012 年（平成 24 年）、目標 300 店舗・売上高 3,800 億

円」の中期ビジョンの実現に向けて、全国各地域への出店を強力に進めております。 

また、当社は、平成 17 年 11 月には、日本の家具業界では初となる「ＩＳＯ9001：

2000」の認証を取得し、品質管理、品質保証に対する社会的信用の向上と同業他社へ

の差別化をはかるとともに、インドネシアスマトラ島沖地震、新潟県中越地震への義

援金、北海道活性化を目指す民間活動を支援する「ニトリ北海道応援基金」の創設、

助成金の贈呈など社会貢献活動にも積極的に取り組んでおります。 

 

(2) 企業価値の源泉および企業価値向上への取組みについて 

 

当社は、上記の「欧米並みの住まいの豊かさを、世界の多くの人々に提供する」と

いうロマンを実現するため、ホームファッションや家具を、低価格で、かつ必要な品

質や機能を備え、さらに一軒の家のすべての空間をトータルコーディネートできる形

で提供することにより、企業価値を向上させてまいりました。 

当社は、この企業価値の源泉は、①「総合製造小売業」としての効率的かつ魅力的

な商品開発力、②商品製造の海外拠点および製造された商品の輸入・配送に関する独

自開発の物流システム、ならびに③「住生活提案企業」としてのトータルコーディネ

ート力等にあると考えております。 

すなわち、当社は、原材料の調達から、製造・物流・販売そして消費までの全ての

過程を自社でプロデュースする「総合製造小売業」としての機能を強化することによ

り、商品の価格設定および品質・機能を追及するとともに、この「総合製造小売業」

の機能を活かして、消費者の声から世界に広がるマーチャンダイジング活動を行うこ

とにより、魅力的な商品の開発に努めてまいりました。また、当社は、海外の生産拠

点を整備して、原材料調達および生産の効率化を図るとともに、貿易拠点および国内

の物流センターを自社で整備し、独自の物流システムを構築しております。さらに、

当社は、「O.T.C.M（ワンハウス・トータル・コーディネーション・マーチャンダイジ

ング）」という思想に基づいて、ホームファッションや家具をトータルコーディネー

トした形で消費者に提案することにより、各商品の魅力を一層向上させてまいりまし

た。 

そして、これらの企業価値の源泉を支えるのは、海外の生産拠点・貿易拠点や物流

センター等のインフラのみならず、原材料調達や商品開発等の能力に長け、また物流

や情報収集等のノウハウを持った人材が、ロマンやビジョン・思想を共有した上で、

その能力等を結集することにあります。そのため、当社は、独自の人材育成システム

を構築し、中長期的な観点から人材育成に取り組んでおります。 

当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続し、発展させていくことが、企
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業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。 

 

(3) 中期経営計画について 

 

当社グループは、「2012 年（平成 24 年）、目標 300 店舗・売上高 3,800 億円」とい

う中期ビジョンを実現するために、中期経営計画を策定しております。中期経営計画

の主な内容は、①海外等への出店の加速と商品供給システムの改革、②商品企画力の

強化、③品質改革による顧客満足度の向上、④ローコストオペレーションの確立、⑤

組織・マネジメント体制の見直し、および⑥社会貢献と環境対策であります。 

当社グループは、以上のような中期経営計画の達成に向けた諸施策を実行すること

により、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に邁進してい

く所存であります。 

 

(4) コーポレート・ガバナンスの強化について 

 

当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために必要かつ有効な仕

組みとして、従前よりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 

具体的には、平成 15 年 5 月より取締役の経営責任を明確にし、株主の皆様への信

任を問う機会を増やすため取締役の任期を１年とし、また現在在任の監査役４名中、

３名を独立性の高い社外監査役としております。 

また、経営判断にあたっては、顧問として就任されている外部有識者、また弁護士

等の法律・会計専門家からの意見を聴取する等、経営の客観性の確保、向上に努めて

おります。 

当社は、今後もコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に継続して努める所存で

あります。 

 

2．本プラン導入の目的 

 

本プランは、以下のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、または向上

させる目的をもって導入されるものです。 

昨今、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を

強行するといった動きが顕在化しつつあります。 

もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に

資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支

配権の移転をともなう買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき

行なわれるべきものと考えております。 
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しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の

利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれが

あるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるい

は対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、

対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉

を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくあ

りません。 

そもそも、当社が、今後も家具・インテリア小売業界の中で事業を成長させ、企業価

値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、ロマンとビジョン・思想を共有

する人材の能力を結集させるなどして、当社の企業価値の源泉である①「総合製造小売

業」としての効率的かつ魅力的な商品開発力、②商品製造の海外拠点および製造された

商品の輸入・配送に関する独自開発の物流システム、ならびに③「住生活提案企業」と

してのトータルコーディネート力等をさらに強化するとともに、中期経営計画に基づく

諸施策を適時・適切に実行していくことが必要不可欠であり、これらの企業価値の源泉

が当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなけ

れば、当社グループの企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。また、

外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際には、上記事項のほか、当社グル

ープの有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社グループの企

業価値を構成する事項等、さまざまな事項を適切に把握した上、当該買付が当社グルー

プの企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があります。 

一方、別紙 3 記載のとおり、現時点において、当社の株式の半数近くは信託銀行等

の機関投資家や外国法人等により保有されるなど、当社の株主の分布状況は広範にわ

たっており、当社の株式の流動性は更に増大しつつある状況にあります。また、平成

19 年 2 月 20 日時点において、当社の把握する限り、当社役員及びその関係者によって

当社の発行済株式の約 28％が保有されておりますが1、当社は公開会社であることから、

株主の皆様の自由な意思に基づく取引等により当社株式が転々譲渡されることは勿論

のこと、現時点の当社の大株主の多くは個人株主であり、その各々の事情に基づき今

後当社の株式を譲渡その他の処分をしていく可能性は否定できません。一方で、当社

が出店計画を加速させていくうえでは資金調達の必要があり、その方法としては、金

融機関からの借入れ等のみならず、資本市場からの資金調達も有力な選択肢の一にな

るところ、その場合には各株主の持株比率が希釈化される可能性もございます。これ

らの事由に鑑みると、当社の発行する株式の流動性がさらに増し、今後当社および当

社グループの企業価値・株主共同の利益に反する株式の大量買付がなされる可能性が

                                                  
 
1 別紙 3 に記載されている財団法人似鳥国際奨学財団については、当社役員及びその関係者以外

の者が理事の過半数を占めており、当社役員からは独立した意思決定を行う体制となっている

ことから、上記の 28％には含めておりません。 
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存するということができます。そこで、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付

が行われた際に、当該大量買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは

当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、

株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業

価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠である

と判断しました。 

以上の理由により、当社取締役会は、本プランを導入することを決定いたしました。 

なお、現時点において、特定の第三者から大量取得行為を行う旨の通告や提案を受け

ているわけではありません。 

 

3. 本プランの内容 

 

(1) 本プランの概要 

 

(a) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為またはそ

の提案（当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。）

が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し、

事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・

検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を

提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています（下記

(2)「本プランの発動に係る手続」ご参照）。 

 

(b) 新株予約権無償割当ての利用 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、

当社グループの企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる

場合（その要件の詳細については下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」ご

参照）には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件

および当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得

することができる旨の取得条項が付された新株予約権（その主な内容は下記(4)

「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約

権」といいます。）を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての

方法（会社法第 277 条以降に規定されます。）により割り当てます。 

 

(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用 

本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施または
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取得等の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（そ

の概要については別紙 1 ご参照）に従い、当社社外取締役、当社社外監査役また

は社外の有識者で、当社経営陣からの独立した者のみから構成される独立委員会

の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を

確保することとしています。 

なお、本プラン導入当初の独立委員会は、独立性の高い社外監査役により構成

される予定であり、現時点で選任が予定されている委員の氏名および略歴は別紙

2 のとおりです（導入後の独立委員会の委員の選任基準、決議要件および決議事

項については別紙 1 ご参照）。 

 

(d) 本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の

皆様により本新株予約権が行使された場合、または当社による本新株予約権の取

得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、

当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は最大で約 50%まで希釈化される可

能性があります。 

 

(2) 本プランの発動に係る手続 

 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、以下の①または②に該当する買付等がなされる場合を適用対象と

します。 

① 当社が発行者である株券等2について、保有者3の株券等保有割合4が 20％以

上となる買付等 

② 当社が発行者である株券等5について、公開買付け6に係る株券等の株券等所

有割合7およびその特別関係者8の株券等所有割合の合計が 20％以上となる

公開買付け 

 

                                                  
 
2 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当す

ると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 
4 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。本書において同じとします。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。②において同じとします。 
6 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。本書において同じとします。 
7 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。本書において同じとします。 
8 証券取引法第27条の2第7項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。

但し、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣

府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。本書において同じとします。 
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(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が友好的な買付等であ

ると認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、下記の各号

に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）、および当該買付者等が買付等

に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下

「買付説明書」といいます。）を当社の定める書式により提出して頂きます。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提

供するものとします。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容

が本必要情報として不十分であると判断した場合には、直接または当社取締役会

を通じて、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報を追加的に提

出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限ま

でに、かかる本必要情報を追加的に提供して頂きます。 

記 

① 買付者等およびそのグループ（共同保有者9、特別関係者および（ファンド

の場合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資

本構成、財務内容、当該買付等による買付等と同種の取引の詳細、その結果

等を含みます。） 

② 買付等の目的、方法および内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、

関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関す

る情報等を含みます。） 

③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた

数値情報、買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー

の内容、そのうち買付者等以外の他の株主に対して分配されるシナジーの内

容およびそれらの算定根拠等を含みます。） 

④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体

的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

⑤ 買付等の後の当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策およ

び配当政策 

⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関

係者に対する対応方針 

⑦ 買付者等以外の当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的

方策 

⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

                                                  
 
9 証券取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみな

される者を含みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じとし

ます。 
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なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買

付等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書および本必要情

報の提出を求めて、買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を

除き、原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約

権の無償割当てを実施することを勧告します。 

 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者等から買付説明書および本必要情報が提出された場

合、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明

書および本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による

企業評価等との比較検討等を行うために当社取締役会に対しても、当社取締

役会による情報収集や企業評価等の検討（必要に応じ、第三者専門家による

検討を含みます。）等に必要な時間を考慮して適宜回答期限（原則として 60

日を上限とします。）を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見（留

保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）、その根拠資料、

代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示す

るよう要求することができます。 

② 独立委員会による検討作業 

独立委員会は、買付者等および（当社取締役会に対して上記のとおり情報

等の提示を要求した場合には）当社取締役会からの情報等を受領してから原

則として 60 日間が経過するまで（但し、下記(d)③に記載する場合などには、

独立委員会は当該期間を延長することができるものとします。）（以下「独立

委員会検討期間」といいます。）に、買付者等の買付等の内容の検討、買付

者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討、および当社

取締役会の提供する代替案の検討等を行います。また、独立委員会は、当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容

を改善させるために必要であれば、当社の取締役を通じて、当該買付者等と

協議・交渉等を行い、または当社取締役会等による代替案の株主等に対する

提示等を行うものとします。 

独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようにな

されることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三

者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン

トその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 

買付者等は、独立委員会が、当社の取締役を通じて、検討資料その他の情



 

 9 

報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければなら

ないものとします。なお、買付者等は、当社取締役会が本プランの不発動の

決議をした場合を除き、独立委員会検討期間中は、上記(a)①または②に該当

する買付等を開始することはできないものとします。 

③ 情報開示 

当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事

実、当社取締役会が独立委員会に代替案を提示した事実および本必要情報そ

の他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、適時開示の規

則を尊重して、直接または当社取締役会を通じて、独立委員会が適切と判断

する時点で情報開示を行います。 

 

(d) 独立委員会による勧告等の手続 

独立委員会は、買付者等が現れた場合において、以下の手続に従い、当社取締

役会に対する勧告等を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対

して下記①から③に定める勧告その他の決議をした場合その他独立委員会が適

切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告等の概要その他独立委員会が適切

と判断する事項（独立委員会検討期間を延長する場合にはその期間および理由を

含みます。）について、決議後速やかに情報開示を行います。 

① 独立委員会が本プランの発動を勧告する場合  

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場

合、その他買付者等の買付等の内容の検討の結果、買付者等による買付等が

下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当

し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合

には、独立委員会検討期間の開始または終了の有無を問わず、当社取締役会

に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした

後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、行使期間開始

日（下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」(f)において定義されます。）

の前日までの間、（無償割当ての効力発生時までは）本新株予約権の無償割

当ての中止、または（無償割当ての効力発生時の後は）本新株予約権を無償

にて取得する旨の新たな勧告を行うことができるものとします。 

(ｲ) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しな

くなった場合 

(ﾛ) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等に

よる買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要

件のいずれにも該当しないか、または該当しても本新株予約権の無償
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割当てを実施することもしくは行使を認めることが相当でない場合 

② 独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

 独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉

等の結果、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要

件」に定める要件のいずれにも該当しないまたは該当しても本新株予約権の

無償割当てを実施することが相当でないと判断した場合には、独立委員会検

討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償

割当てを実施しないことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した

後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、上記①前段

の要件を充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割当ての勧告

を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるもの

とします。 

③ 独立委員会が本プランの発動の延期を行う場合 

   独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、本新株予約権の無償割

当ての実施または不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、

当該買付者等の買付等の内容の検討・当該買付者等との交渉・代替案の検討

等に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決

議を行います（なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合におい

ても同様の手続によるものとします。）。 

上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引

き続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無

償割当ての実施または不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。 

 

(e) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償

割当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を速やかに

行うものとします。なお、当社取締役会が本プランの不発動の決議を行うまで、

買付者等は、買付等を行ってはならないものとします。当社取締役会は、上記決

議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する

事項について、速やかに情報開示を行います。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての要件 

 

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当

てを実施することが相当と認められる場合、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(e)
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に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施すること

を予定しております。なお、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(d)のとおり、買

付等が下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施する場合については、必

ず独立委員会の判断を経るものとします。 

記 

(a) 本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 

 

(b) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求す

る行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得

する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

③ 当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済

原資として流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない

高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、

一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 

 

(c) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の

買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を

行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付

等である場合 

 

(d) 当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期

間を与えない買付等である場合 

 

(e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必

要とされる情報が提供されず、または提供された場合であっても不十分な提供で

ある場合 

 

(f) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適

法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方針・事業計画、および買付等の

後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係

者に対する対応方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分または不

適当な買付等である場合 
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(g) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社グループの従業員、顧客、取

引先等との関係または当社グループのブランド価値、企業理念、ビジョン等を破

壊することなどにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大な

虞をもたらす買付等である場合 

 

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 

 

本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。 

 

(a) 本新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当

て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割

当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点に

おいて当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。 

 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記

録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式 1 株につき本新株予約権 1

個の割合で、本新株予約権を割り当てます。 

 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権 1 個の目的である株式10の数（以下「対象株式数」といいます。）

は、1 株とします。 

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の株式 1 株当たりの価額は、1 円を下限として当社株式

の 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が新株

                                                  
 
10 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第 2 条第 13 号）となった場合においても、①本新株予約権の

行使により発行される当社株式および②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が

本定時株主総会開催時において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとし

ます。 
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予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。 

 

(f) 本新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日（以下、

かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、1 ヶ月間から 3

ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定

める期間とします。ただし、下記(i)項②に基づき、当社が本新株予約権を取得す

る場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営

業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の

払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。 

 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者11、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者12、

(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者

から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継し

た者、または、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者13（以下、(Ⅰ)ない

し(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」といいます。）は、原則として本新株予約権を

行使することができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあ

たり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使する

ことができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が

利用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新

株予約権も、適用法令に従うことを条件として、当社による当社株式を対価とす

る取得の対象となります。）。さらに、本新株予約権の行使条件を充足しているこ

                                                  
 
11 原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20%以上であ

る者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等

を取得・保有することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その

他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保有者に該当し

ないものとします。本書において同じとします。 
12 原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義され

ます。以下本脚注 12 において同じとします。）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。以下

本脚注 12 において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所

有（これに準ずるものとして証券取引法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株

券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20%以上となる者（当社取締役会がこれ

らに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが

当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当

て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。本書

において同じとします。 
13 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下

にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、またはその者と協調して行動する者

として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決

定を支配している場合」（会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義されます。）をいいます。 
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と等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式

による書面を提出しない場合も、本新株予約権を行使することができません14。 

 

(h) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取

得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が

別途定める日において、全ての本新株予約権を無償にて取得することができ

るものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する

本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使

のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数

の当社株式等を交付することができます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非

適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得が

なされた日より後の当該当社取締役会が別途定める日において、当該者の有

する本新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前営業日までに未

行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株

式数の当社株式等を交付することができるものとし、その後も同様とします。 

 

(5) 本プランの導入手続 

 

本プランの導入については、以下のとおり、本定時株主総会において株主の皆様の

ご承認をいただくことを条件とします。 

① 会社法第 278 条第 3 項但書の規定に基づき、当社定款第 11 条に「当会社は、

新株予約権無償割当てに関する事項について、取締役会の決議によるほか、

株主総会の決議、または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議

により決定する。」との規定を新設するとの内容を含む定款変更議案を、本定

時株主総会に付議する予定です。なお、本プランの導入のための定款の一部

変更議案の詳細については、本日付で別途開示しております「定款一部変更

に関するお知らせ」をご参照ください。 

                                                  
 
14 新株予約権を有する者が 3(4)(g)の規定に従い新株予約権を行使することができない場合であっても、当

社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとします。 
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② ①により変更後の当社定款第 11 条の規定に基づき、本定時株主総会における

決議により、本プランに記載した条件に従い本新株予約権の無償割当てに関

する事項を決定する権限を、当社取締役会に委任していただきます。 

 

(6)  本プランの有効期間、廃止および変更 

 

上記(5)「本プランの導入手続」の株主総会決議による、本プランにおける本新株予

約権の無償割当ての実施に関する事項の決定権限の委任期間（以下「有効期間」とい

います。）は、3 年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結

の時までとします。 

ただし、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランに係る

無償割当てに関する事項の決定についての当社取締役会への上記委任を撤回する旨

の決議が行われた場合、または②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、

証券取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが

適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、ま

たは当社株主に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上

で、本プランを修正し、または変更する場合があります。 

当社は、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止または変更等

の事実および（変更等の場合には）変更等の内容その他の事項について、必要に応じ

て情報開示を速やかに行います。 

 

(7) 法令等による修正 

本プランで引用する法令の規定は、平成 19 年 4 月 23 日現在施行されている規定を

前提としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定

める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設または

改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範

囲内で読み替えることができるものとします。 

 

4. 本プランの合理性 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

 

本プランは、経済産業省および法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・

株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を
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完全に充足しています。 

 

(2) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項） 

 

当社は、本定時株主総会において本プランにつき承認可決の決議がなされることを

条件として本プランを導入させていただく予定です。具体的には、上記 3.(5)「本プラ

ンに導入手続」に記載したとおり、当社株主総会において、定款変更を行い、その定

款の定めに基づく本プランに係る委任決議がなされることにより、本プランは導入さ

れます。 

また、上記 3.(6)「本プランの有効期間、廃止および変更」に記載したとおり、本プ

ランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、上記委任の決議を撤回

する旨の決議なされた場合、株主総会で選任された取締役により構成される取締役会

において、本プランの廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で

廃止されることになり、その意味で、本プランの導入および廃止は、当社株主の皆様

の意思に基づくこととなっております。 

 

(3) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 

当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のた

めに、本プランの発動および廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機

関として独立委員会を設置します。 

実際に当社に対して買付等がなされた場合には、上記 3.(2)「本プランの発動に係る

手続」に記載したとおり、こうした独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付

等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、

当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の決議を行うこととします。 

このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとと

もに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当

社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組

みが確保されています。 

なお、独立委員会は、当社経営陣から独立性の高い当社社外取締役、当社社外監査

役、または社外の有識者で当社経営陣から独立した委員 3 名で構成いたします（独立

委員会の委員選任基準、決議要件および決議事項等については別紙 1 ご参照。当初の

独立委員会の委員は別紙 2 ご参照。）。 

 

(4) 合理的な客観的要件の設定 
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本プランは、上記 3.(2)(d)「独立委員会による勧告等の手続」および 3.(3)「本新株

予約権の無償割当ての要件」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充

足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発

動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

 

(5) 第三者専門家の意見の取得 

 

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナ

ンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含

みます。）の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会

による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 

 

(6) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 

上記 3.(6)の「本プランの有効期間、廃止および変更」に記載したとおり、本プラン

は、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役によ

り、廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）では

ありません。また、当社の取締役の任期は 1 年であるため、本プランはスローハンド

型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動

を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

 

5. 株主の皆様等への影響 

 

(1) 本プランの導入時に株主および投資家の皆様に与える影響 

 

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんの

で、株主および投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響 

 

当社取締役会において、新株予約権無償割当て決議を行った場合には、新株予約権

無償割当て決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有す

る株式 1 株につき本新株予約権 1 個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられま

す。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込その他下記(3)「本新株予約

権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」(b)において詳述する本新株予
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約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使によ

り、その保有する当社株式が希釈化されることになります。但し、当社は、下記(3)

「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」(c)に記載する手

続により、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当

社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続きを取った場合、非適格

者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込みをせ

ずに、当社株式を受領することとなり、保有する当社株式 1 株あたりの価値の希釈化

は生じますが、原則として保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じませ

ん。 

なお、当社は、割当期日や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例

えば、買付者等が買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日

の前日までに、本新株予約権の無償割当てを中止し、または当社が本新株予約権者に

当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあります。これ

らの場合には、1 株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1 株あたりの株

式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付け等を行った投資家の皆様は、株価

の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

 

(a) 名義書換の手続 

当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した

場合には、当社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。

この場合、割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主に本新株予約権が無償にて割り当てられますので、株主の皆

様におかれては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります。

（なお、証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換

手続は不要です。） 

  なお、割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載また

は記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、

当然に新株予約権者となります。 

 

(b) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行

使に係る本新株予約権の内容および数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、
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ならびに株主ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項

その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予

約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、

株主の皆様においては、権利行使期間内でかつ当社による本新株予約権の取得の

効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出した上、対象株式数1株当たり、

1 円を下限として当社 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で

当社取締役が新株予約権無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に

払い込むことにより、本新株予約権 1 個につき 1 株の当社株式が発行されること

になります。 

 

(c) 当社による新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の

手続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、本新株予約権を取

得します。また、本新株予約権の取得と引換えに当社株式を株主の皆様に交付す

るときは、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様

には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項

その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあ

ります。 

 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、名義書換方法、行使の方法および当社に

よる取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締

役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示または通知いたしますので、

当該内容をご確認ください。 

以 上 
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別紙 1 

 

独立委員会規則の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・ 独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる、(i)当社社外取締役（選任される予定の者を含む。）または(ii)当社社外監査

役（選任される予定の者を含む。）、または（iii）社外の有識者のいずれかに該当

する者から、当社取締役会が選任する。但し、社外の有識者は、実績ある会社経

営者、投資銀行業務もしくは当社の業務に精通する者、弁護士、公認会計士もし

くは会社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者でなけれ

ばならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を

当社との間で締結した者でなければならない。 

・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後 3 年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役

会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、当社社外取締役

または当社社外監査役であった独立委員会委員が、取締役または監査役でなくな

った場合（再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時

に終了するものとする。 

・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、

その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委

員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施または不実施等に関

する会社法上の機関としての決議を行う。なお、独立委員会の各委員および当社

各取締役は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資

するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己または当社の経営陣の個

人的利益を図ることを目的としてはならない。 

① 本新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施 

② 本新株予約権の無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得 

③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に

諮問した事項 

・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う

ことができる。 
① 独立委員会検討期間の延長の決定 

② 買付者等および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報およびその回

答期限の決定 

③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 
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④ 当社の取締役を通じた買付者等との交渉・協議 

⑤ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑥ 本プランの修正または変更の承認 

⑦ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 

⑧ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・ 独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書および提出された情報が本必要情報

として不十分であると判断した場合には、追加的に本必要情報を提出するよう求

める。また、独立委員会は、買付者等から買付説明書および本必要情報が提出さ

れた場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、買付者等の買付等の内容

に対する意見およびその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適

宜必要と認める情報等を提示するよう要求することができる。 

・ 独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買

付者等の買付等の内容を改善させるために必要があれば、当社の取締役を通じて、

買付者等と協議・交渉等を行うものとし、また、当社取締役会等の代替案の株主

等に対する提示等を行うものとする。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その

他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関す

る説明を求めることができる。 

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得

ること等ができる。 

・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集す

ることができる。 

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち 3 分の 2 以上が出席し、

その過半数をもってこれを行う。 

 

以 上 
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別紙 2 
独立委員会委員略歴 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の 3 名により構成される予定です。 

 

大谷  一（おおたに はじめ） 

【略 歴】 

昭和 8 年 3 月生 

平成 2 年 7 月  旭川中税務署長 

平成 3 年 8 月  税理士事務所開業（現任） 

平成 5 年 5 月  当社監査役（現任） 

大谷 一氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に特

別の利害関係はありません。 

 

増田 生成（ますだ いくしげ） 

【略 歴】 

昭和 18 年 4 月生 

平成 5 年 3 月  宮城県警察本部長 

平成 7 年 2 月  皇宮警察本部長 

平成 13 年 4 月  自動車安全運転センター理事 

平成 17 年 5 月  当社監査役（現任） 

増田生成氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に特

別の利害関係はありません。 

 

佐藤 良雄（さとう よしお） 

【略 歴】 

昭和 28 年 3 月生 

昭和 62 年 11 月  キァリアバンク株式会社設立、代表取締役社長（現任） 

平成 14 年 7 月  株式会社セールスアウトソーシング設立、代表取締役社長（現任） 

平成 16 年 8 月  SATO 行政書士法人設立、代表社員（現任） 

平成 17 年 5 月  当社監査役（現任） 

佐藤良雄氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏が代表取締役社長

であるキャリアバンク株式会社と当社との間に労働者派遣に関して取引関係があるもの

の、その金額は直近 3 月において月額 972 千円であります。。 

 

以 上 
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別紙 3 

 

当社の状況 

 

1．株主数 

8,708 名 

 

 

2．所有者別状況 

所有者区分 株主数 所有株式数 所有株式数割合 

金 融 機 関 72 名 17,515,844 株 30.87％ 

証 券 会 社 28 名 466,626 株 0.82％ 

そ の 他 法 人 121 名 8,910,976 株 15.71％ 

外 国 法 人 等 276 名 15,040,403 株 26.51％ 

個 人 そ の 他 8,210 名 14,781,431 株 26.06％ 

自 己 名 義 株 式 1 名 15,908 株 0.03％ 

合 計 8,708 名 56,731,188 株 100.00％ 

 

 
所有株式数割合

その他法人
15.7%

自己名義株式
0.0%

外国法人等
26.5%

金融機関
30.9%

個人その他
26.1%

証券会社
0.8%
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3．大株主の状況 

2007 年 2 月 20 日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 
 

株   主   名 所 有 株 式 数
発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合 

似 鳥 昭 雄  
株

7,074,236 

％ 

12.47 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信

託口） 
3,046,750 5.37 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
2,981,800 5.26 

株式会社ニトリ興業 2,868,782 5.06 

全国共済農業協同組合連合会 2,368,800 4.18 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ エイ 

 ロンドン 
2,176,334 3.84 

財団法人似鳥国際奨学財団 2,000,000 3.53 

株式会社北洋銀行 1,930,284 3.40 

株式会社ニトリ商事 1,881,168 3.32 

ステート ストリート バンク アントﾞ トラスト 

カンパニー 
1,712,806 3.02 

 
（注）上記のほか、当社が自己株式 15,908 株を保有しております。 
 

以 上 


